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2015年度の人事労務部門で新たに業務が発生

マイナンバー制度・スト スチェック制度の

2015年度let人事労務業務!こfマイナンバー制震jとfストレスチ工ツク制度jという2つの大きは制度対応

が加わります。マイナンバーは2015年10月か5付醤・通知が始まり、利用は2016年1月にスタート、ス

トレスチェック義務化は2015年12月!こ施行されます。業務開始まで半年以上の時闘がありますが、社

内外!こ向けた案内のリリースやルール作り、システム対応の確認や必要書類の準備など、日々の業務と

並行して様々なタスクが加わります。抜け・もれ・チェックミスなく業務に取りかかれるよう、業務内容を

しっかり押さえておきましよう。

制度及び業務の想定スケジ、ユール

制震
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業務
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-E盤重量・マイナンバー制度・ストレスチェック制度のスタートに向けた業務内容の確認

「マイナンバー制度」と「ストレスチzック制度』の概要とポイントのおさらい

も
-概要 事業者に対して、ストレスチェック制度

(労働者の心理的な負担の程監を把握するため

の、重師、保健師等による検査の実施)が義務化

されます。メンタルヘルスの一次予1坊を主芯呂

的とする制度であると同時に、労働者のセルフ

ケア、職場環境改善の促進という役割もに怠っ

ています。

.概要 マイナンバー制震とは、マイナンバー

(住民票を持っすべての人に付番される恒人固

有の番号)を利用して税と社会保障を紐づけし、

手続きの簡素化・迅速化を留り、より公平で公正

な社会を自指す告IJ度です。民間企業には法人番

号が付番されます。

対象企業 すべての企業※法人番号は民間企業のみ付番されます。

主な対応業務部署 人事部・総務部

時期 2015年10月~通知・付番開始

2016年1月~利用開始

全従業員から個人番号を取得し、本人確認が必要

.従業員本人の個人番号の取得、確認 ・扶養親族の個人番号の取得、確認

個人番号が漏えい・紛失・不正利用されないように

厳重な保管が、必要

.保管場所のセキュリティの確保 .保管記録の作成

社会保障と税の脅種手続きの際、書類に

個人番号の記載が必要

・源泉徴収票に記載、提出 ・雇用保険被保険者資格取得届に記載、提出

・健康保険・厚生年金保検被保険者資格取得居に記載、提出

不聾!となったデータ・書類等の廃棄が必要

・退職者、扶養から外れた扶養親族の個人番号削除

・個人番号が記載された帳票の廃棄

実施者
医師・保健飾・農業医

自車

個人番号の濡えい、滅失及び蝦揖を防止するために

適切な安全管理が、必要

.組織的安全管理措置・人的安全管理措置

.物理的安全管理措置・技術的安全管理措置

対象企業 50人以上の事業場を有する企業
※従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

主な対応業務部署 人事部・総務部

時期 2015年12丹に臨行
※ストレスチ工、Jクの実施は原則年1回

労働者
従業員・パート
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経欝者・総務人事
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実施依頼
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2015年6月サービス開始予:，iE!

OMSS手ストレスチェックサービス(仮称)

2015年10月サービス開始予定!

OMSS手マイナンバー収集・保管サービス

OBCでは、幅人番号の取得、保管の際に起こりうるリスクを低減するために、新

たにサービスとして「マイナンバー収集・保管サービスJを提供します。OBCの

マイナンバー対応システムは法令対応だけで芯く、個人番号の取得・保管から

利用・提供・廃棄まで、企業のリスクマネジメントと業務生産性まで考慮した対応

を同時に実現できます。連動する奉行シリーズとあわせてご利問いただくこと

をご提案いたします。

炉詳しいサービス内容については7ページにて紹介しています。

中小・中堅企業が、手軽に・継続的に・安心して利用で、きるストレスチェックサーピ

スです。ストレスチェック法制化に準拠し、ITサービスと運用ノウハウを合わせた

スタンダードな運用方法を中小・中繋企業向けに提供します。環境構築の手聞

が、要らないクラウドベースで、社員数に応。た導入しやすい価格帯でリリースを

予定しています。

ー詳細は奉行クリック(www.obc.co.jp/lにて随時お知らせいたします。
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-111重量・マイナンバー制度・ストレスチェック制度のスタートに向けた業務内容の確認

外部の委託サービスや

ITを土手に活用して実施を継続できる

シンプルで無理のない仕組みを

2015年12月!こ施行が予定されているストレスチェック制度の実施開始を前!こ、知っておきたい制度の流れとポイントについて、

企業のメンタルヘルス対策や職場改善の支援に携わる公益財団法人労働科学研究所特別研究員(職場ドック支擾チーム)の吉

川悦子氏にお間きしました。ストレスチェック制度の目的や性質を理解すると岡詩に、実施の仕組み作りのヒントを探ります。

ストレスチヱツク制度の流れ図

。高ストレス者へ通知
。事業者への俄人結果の
開示問意の取得

。面接指導の申出を勧奨
0面接指導の申出
。社員の相談フォロー

。扇接医師への依頼
。医師による商接指導の
実施

。箇鍍結巣の報告
。実施履歴管理

。社内面談
。医師の意見聴取
。就業上の措置を実施
。実施履歴管理と行政へ
の報告

。集団分析の報告(封土/
部門/職種別等)

。職場環境の改善
。実施状況の点検
。制度の改善検討

決議が必要な事項

①目的弓体部
③方法④集自分析方法
@:受検?情報の取扱い
⑤結祭の利用方法
②結果の保存方法
⑤同意取得方法
⑨情報開示方法
⑮苦情の処現方法
⑪労働者の受検の選択
⑫不利益取扱い防止

額髄轄静

ト 今後の取り組みの流れ
事業者が実施の表明をした後、衛生委員会にて今後の取り組みについて検討会を開き、そこで決まった

方針のもと、実施に向けた準慌を行います。今年の12月に実施する場合は8月までに実施準備を始めた

いところです。従業員に対してはf決まったことなので受診をお願いしますjと事後報告するのではなく、

趣旨や目的をしっかり理解させ、一丸となって取り組みましよう。繁忙期にストレスチェックを実施すると、

ストレスが気高いと感じる社員が多くなる可能性もありますので、できれば繁忙期は避けるのが良いでしょ

う。実施は年1固とされていますが、労使が合意すればそれ以上の包数も実施可能です。

①法令順守は絶対

②労働者の権利を守る

③複雑でないシンプルな仕組み

@情報管理をしっかり行う

⑤実施者・匪師等を見極める

@:信頼関係が重要
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三社 111;尚一式
0/11 伊~" よしかわえっこ
公益財団法人労働科学研究所特別研究員
東京有明医療大学看護学部看護学科講師

2002年東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻修了。同年、NTT東

日本首都圏健康管理センタ保健柄、06年より公益財団法人労働科学研究

所研究員として勤務。四日市看護医療大学看護学部助教(07年)を経て、

11年からは東京有明医療大学看護学部の講師を務める。著書に『すぐに役

立つ産業零護アセスメントツールH共著)、 f震業・精神看護のための働く

人のメンタルヘルス不調の予防と早期支援H共著)芯どがある。

職場ドック支媛チーム

公益財団法人労働科学研究所に設置された
メンタルヘルス一次予防のための参加型職
場環境改善を支援するプロジェクトチーム。
医部・保健師・人間士学専門家・臨床心理士・
作業環境測定士などの学際的主主メンバーか
ら構成され、事業場で、の職場ドック実施に関
する技術的サポート、メンタルヘルス 次予
妨における職場環境改善に関わるコンテンツ
の提供芯らびに研修・啓発事業を行っている。

j 
2013年に実施された厚生労働省の調

査によると、メンタルヘルス対策を実施

している企業は約6割にとどまっていま

す。メンタルヘルス対策の重要性や必要

性が高まっている一方で、約4割の企業

が、「必要性を感じないからH該当する従

業員がいないからJ芯どの理由でメンタ

ルヘルス対策に寂り組んで、いた主いと回

答しています。このことから、一部の企業

ではメンタルヘルス対策な「病気の発見

や治療につなげることを目的としているJ

と捉えていることがわかります。

い能的関

今回義務化されるストレスチヱツク告IJ

度は、病気の早期発見や病気の人をつま

み出す目的で実施されるのでは芯く、「メ

ンタルヘルスの一次予防j、つまり労働

者のセルフケアや職場環境改善を促す

制度として位置づけられている点を忘れ

てはいけません。職場にいる全員!こ情報

提供や教育研修を行い、織場のメンタル

ヘルスの取り組みを一歩蔀に進める絶

好の機会であると考えると良いでしょう。

定期健診が体の健診であるのに対し、ス

トレスチェック制度は{心の健康診断jと

捉えるとわかりやすいかもしれません。

j 
企業が、ストレスチェックを実施するうえ

で注意すべきことがあります。それは、

「ストレスチェックの結果を本人の間意な

しに開示・閲覧してはいけ芯いとと、その

結果が本人の評価や雇用に影響しては

いけないことJです。ストレスチェック制

度は非常に機微な情報そ眠り扱うため、

いかに労働者の権利を守るかという議論

のもと、成立するまでに実に4年以上の

歳月がかけられた制度です。そのために

実施開始前には必ず[事業者による実施

の表明Jを行し1、①実施目的、①実施内容、

①実施に際しての約束(権利や情報保護

等)、④フォロ一体制芯どを明確にします。

下ト
マ還期轄のポイント

制度の流れと、労働者、事業者、実施者、

医師等の4者の関わりが複雑で、実施の

定着までには試行錯誤があるかもしれま

せん。就業規則の変更が必要望主主場合は、

社労土の協力も必須で、す。実施者・医閑

等を選i)¥際は、「企業のことを第ーに考え

てくれるかどうか・戦場をより良くするた

めのサポートをしてくれるかどうかJを見

極めましょう。

j 
ストレスチェック制度は法令順守が絶

対となりますが、法令は複雑で理解しに

くい場合があり、変更や改正も翻時行わ

れます。ストレスチェック1cJ::1固で終わる

のでは芯く、その後の予防対策も含めて

今後ずっと続けていかなければ芯りませ

んので、シンプルでわかりやすく、実施に

無理をし芯いことが継続のポイントです。

資金や人員の確保に余裕がある企業で

あれば、自力でストレスチェック制度の仕

組みを構築できるかもしれませんが、中

小企業では資;原が、隈られた中で運営せ

ざるを得ないかもしれません。

j 
そこで活用したいのが、「パッケージ、化

された外部の委託サービスjです。外部

のEAP(従業員支譲プログラム)など、あ

る程度専門家にお任せすることも検討し

て良いと思います。パソコンや携帯電話、

スマートフォンやタブ、レット端末などの

にT(情報通信技術)で、ストレスチェックを

実施できる体制を支援するサーピスも

多くあり、気軽に受けることができるとい

う点で、lま受診率アップにつなが、るかもし

れません。今回は労働者が50人未満の

事業場は努力義務となりましたが、全て

の事業場への義務化を見越した検討も

すでに始まっていますo労働者が元気な

心身でいきいきと働ける職場を企業自

身力f作り上げていくことが大切です。
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